
13　議会だより No.206

委員会を開催しました

常任委員会で行った議案の審査について、主な質疑・答弁を掲載します。

常 任 委 員 会
　部門別に、本会議から付託された議案や送付された陳情の審査、所管
する事項の調査などを行う委員会で、以下の４つの委員会があります。

総 務 委 員 会	：危機管理課、企画部、総務部、財務部、消防本部、	
	 	 他の委員会の所管に属さない事項に関すること	
福 祉 委 員 会	：福祉部、子ども健康部、市民病院に関すること	
市民文教委員会	：市民部、教育委員会に関すること	
産業建設委員会	：産業環境部、建設部、都市整備部、上下水道部に	
	 	 関すること

特 別 委 員 会
　常任委員会とは別に、市の重要な課題など特定の事柄について、専門
的に審査や調査を行う委員会です。政策課題調査特別委員会、予算特別
委員会、決算特別委員会があります。

総
務
委
員
会

　

主
な
質
疑
・
答
弁
は
次
の
と
お
り
で
す
。

法改正に伴い、市税条例を改正

６
月
19
日

【
問
】
森
林
環
境
税
の
非
課
税
基
準
が
個
人
住

民
税
均
等
割
の
基
準
と
違
う
理
由
と
影
響

は
。

【
答
】
理
由
は
、規
定
す
る
法
令
が
異
な
る
こ
と

に
よ
る
も
の
。影
響
は
、個
人
住
民
税
非
課

税
だ
っ
た
納
税
義
務
者
が
、森
林
環
境
税
の

み
課
税
と
な
る
場
合
が
生
じ
る
こ
と
。

【
問
】
マ
ン
シ
ョ
ン
長
寿
命
化
促
進
税
制
に
よ
り

想
定
さ
れ
る
固
定
資
産
税
へ
の
影
響
額
は
。

【
答
】
仮
に
、対
象
と
な
る
マ
ン
シ
ョ
ン
32
棟
全

て
が
工
事
を
実
施
し
た
場
合
、最
大
で
約

１
９
０
０
万
円
の
減
額
と
な
る
。

【
問
】
市
の
管
理
計
画
の
認
定
の
状
況
は
。

【
答
】
現
在
、マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計

画
を
策
定
中
で
あ
り
、マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
計
画

の
認
定
実
績
は
な
い
。な
お
、市
に
よ
る
助
言

等
を
受
け
て
長
期
修
繕
計
画
の
見
直
し
な

ど
を
行
っ
た
場
合
に
も
対
象
要
件
を
満
た
せ

る
が
、こ
ち
ら
も
ま
だ
実
績
は
な
い
。

【
問
】
森
林
環
境
税
は
法
人
は
対
象
外
な
の
か
。

【
答
】
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に

関
す
る
法
律
で
は
、こ
の
法
律
の
施
行
地
に

住
所
を
有
す
る
個
人
に
対
し
て
、国
が
均
等

の
額
に
よ
り
森
林
環
境
税
を
課
す
る
と
定

め
て
い
る
。

付
託
議
案
審
査

第
39
号
議
案

市
税
条
例
の
一
部
改
正

　議員全員が参集する本会議
の下審査機関として、専門的・
能率的な審査や、重要な事柄
についての調査をするための
会議です。

市当局が予算案や条例改正案などを提案・説明します。
議員は、この場で質問することもできます。

委員会で行った審査内容を委員長が報告した後、
各議案について、賛成か反対かを議員全員で決定します。

本会議で市当局が提案した議案について、
各分野に分かれて詳しく質疑などを行います。

委員会とは？

議
案
審
査
の
流
れ

本会議（提案・説明）

委員会（議案審査）

本会議（議決）

ここだリン☆

こ ん な こ と を 聞 き ま し た

Q.

A.
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福
祉
委
員
会

６
月
19
日

付
託
議
案
審
査

第
42
号
議
案

国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正

　

議
会
協
議
会
は
、
議
員
全
員
に
よ
り
構

成
し
、
市
政
全
般
に
わ
た
る
事
項
を
協
議
・

調
整
す
る
こ
と
を
目
的
に
開
催
す
る
会
議

で
す
。

　

５
年
１
月
に
発
覚
し
た
、
市
職
員
に
よ

る
準
公
金
の
横
領
事
案
を
受
け
、
市
が
再

発
防
止
に
向
け
て
検
討
を
重
ね
、
取
り
ま

と
め
た
報
告
書
に
つ
い
て
の
説
明
を
受
け

ま
し
た
。

　

主
な
質
疑
・
答
弁
は
次
の
と
お
り
で
す
。

委員会を開催しました

【
問
】
内
部
統
制
制
度
に
よ
る
リ
ス
ク
管
理

は
、財
政
課
や
会
計
課
な
ど
の
財
務
事
務

所
管
課
の
み
の
管
理
で
は
な
く
、全
体
の

横
断
的
な
管
理
が
必
要
だ
が
、市
の
考
え

は
。

【
答
】
横
断
的
な
管
理
は
、行
政
課
で
全
庁
的

な
取
り
組
み
を
集
約
し
、内
部
統
制
評
価

報
告
書
を
作
成
す
る
中
で
行
わ
れ
る
と
考

え
る
。リ
ス
ク
事
案
の
発
生
状
況
や
分
析

に
よ
り
、適
正
な
制
度
の
運
用
に
向
け
た

改
善
を
図
っ
て
い
く
。ま
た
、全
庁
に
向
け

て
内
部
統
制
通
信
を
定
期
的
に
発
行
し
、

国民健康保険法施行令等の改正に伴い、条例を改正 　

主
な
質
疑
・
答
弁
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
問
】
保
険
料
の
賦
課
限
度
額
の
引
き
上
げ
に

関
し
て
、社
会
保
険
と
の
関
係
を
踏
ま
え
、

６
年
度
以
降
も
引
き
上
げ
る
可
能
性
は
。

【
答
】
国
で
は
、国
民
健
康
保
険
以
外
の
被
用
者

保
険
に
お
け
る
ル
ー
ル
を
踏
ま
え
て
賦
課
限

度
額
を
引
き
上
げ
る
必
要
が
あ
る
た
め
、国

民
健
康
保
険
法
施
行
令
を
改
正
し
、高
所
得

層
と
中
間
所
得
層
の
負
担
能
力
に
応
じ
た

適
正
化
を
図
っ
て
き
た
。市
は
、こ
れ
ま
で
国

の
方
針
を
踏
ま
え
て
条
例
を
改
正
し
て
お
り
、

今
後
も
同
様
に
対
応
し
て
い
く
。

【
問
】
保
険
料
の
減
額
に
係
る
所
得
判
定
基
準

額
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
、改
正
後
に
新
た

に
軽
減
の
対
象
と
な
る
世
帯
数
、ま
た
、法

定
軽
減
相
当
分
に
対
す
る
公
費
支
援
は
。

【
答
】
４
年
度
の
保
険
料
率
算
定
時
に
お
け
る
、

被
保
険
者
の
所
得
状
況
か
ら
試
算
す
る
と
、

５
割
軽
減
が
69
世
帯
、２
割
軽
減
が
70
世

帯
の
計
１
３
９
世
帯
が
対
象
と
な
る
。ま
た
、

公
費
支
援
は
、市
が
４
分
の
１
、県
が
４
分

の
３
を
負
担
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

公
金
等
取
扱
適
正
化
に
向
け
た

検
討
報
告
書（
案
）

その他に開催された委員会

議会協議会を開催しました

６月22日	 政策課題調査特別委員会
	 「新たな議事堂検討分科会の設置について」

制
度
の
周
知
や
リ
ス
ク
事
案
と
そ
の
対
応

策
な
ど
の
情
報
を
共
有
し
て
い
く
。

【
問
】
今
回
策
定
さ
れ
る
準
公
金
取
扱
基
準
の

施
行
の
予
定
は
。

【
答
】
速
や
か
に
手
続
き
を
進
め
、７
月
上
旬

に
は
施
行
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

【
問
】
準
公
金
取
扱
基
準
第
10
条
に
決
算
に
つ

い
て
規
定
が
あ
る
が
、決
算
の
公
表
は
さ

れ
る
か
。

【
答
】
決
算
の
公
表
は
各
団
体
の
判
断
に
よ
り

行
う
も
の
で
あ
り
、基
準
に
お
い
て
公
表
を

規
定
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。市
と
し

て
状
況
が
把
握
で
き
る
よ
う
、第
11
条
で
、

準
公
金
管
理
者
は
、管
理
状
況
を
所
属
部

等
の
長
な
ど
を
通
し
、市
長
に
報
告
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

【
問
】
顧
問
弁
護
士
の
意
見
書
に
あ
る
、再
発

防
止
徹
底
の
た
め「
あ
る
程
度
の
負
担
増

は
甘
受
す
べ
き
」の「
負
担
」は
人
件
費
と

捉
え
る
が
、職
員
の
人
員
増
を
図
る
考
え

は
。

【
答
】
３
年
か
ら
の
第
６
次
定
員
適
正
化
計
画

で
は
、１
２
０
人
の
増
員
と
な
っ
て
お
り
、

適
正
な
配
置
に
努
め
て
い
る
。

６
月
16
日
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陳情を審査しました

※ 国や県に対して意見書の提出を求める陳情などは、申し合わせにより各派交渉会において「聞きおく」とし、全
議員にその写しを配付します。そこで「聞きおく」とされた陳情のうち、各会派が陳情内容により意見書や決議
の発議が必要と判断した場合、定例会の中日の前日までに案を添えて議長に申し出ることになっています。今
期定例会においては、陳情第２号及び陳情第８号について意見書発議の申し出があり、各派交渉会において協
議を行った結果、意見書の発議は見送ることとなりました。

　市議会では、市の各種施策について、全国の議会関係
者の皆様からの視察の受け入れを行っています。
　この度の視察では、会議室にて事業の概要等の説明や
質疑応答を行った後、ドローンの飛行実演、豊川公園の
現地視察などを行い、貴重な意見交換の場となりました。
　豊川市にお越しいただき、ありがとうございました。

行政視察の受け入れを行いました

令和５年２月３日　山梨県山梨市議会	
　「豊川市防災ドローン航空隊について」

令和５年５月１９日　長野県千曲市議会	
　「公園・スポーツ施設の整備について」

陳情第1号 庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金を自粛するよう求める陳情
陳情者　小林　久尚、松下　正夫

結果 陳情第１号は、総務委員会において、「聞きおく」と決定。

陳情第2号 最低賃金の大幅引上げと全国一律化、中小企業支援の拡充と公正取引を求める意見書の
提出を求める陳情

陳情第3号 公契約事業従事者の適正賃金と安定雇用を確保する公契約法の制定を求める意見書の
提出を求める陳情

陳情第4号 住民の安全・安心を支える行政サービス体制・機能の充実を求める意見書の提出を求め
る陳情

陳情第5号 地方財政の拡充を求める意見書の提出を求める陳情

陳情第6号 保育所職員の人材定着・確保のため保育士配置基準と公定価格を抜本的に改善し、離職
しない保育職場の実現を求める意見書の提出を求める陳情

陳情第7号 介護・障害福祉職場の１人夜勤をなくし、複数配置をあたりまえにすることを求める意見
書の提出を求める陳情

陳情第8号 「１年単位の変形労働時間制」導入のための条例制定ではなく、教職員の長時間過密労
働解消のための施策を求める意見書の提出を求める陳情

陳情者　春の自治体キャラバン実行委員会　代表　西尾　美沙子

陳情第9号 全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する陳情

陳情者　小林　久尚

結果 陳情第２号から陳情第９号は、各派交渉会において、「聞きおく」と決定。


